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 取引に直結する民法の改正です。 

 出席者も多く、皆さん真剣に受講されていました。 

（公社）愛知県宅地建物取引業協会 東尾張支部 

TEL：0561-52-6977 FAX：0561-52-6976   

尾張旭市東大道町原田2525-5 アスカ3階  E-mail:mail@higashiowari.com  

支部長挨拶のもと、第2回支部

企画研修会が行われました。       

令 和 元 年6月4日 ( 火 )13:30 

スカイワードあさひ（ひまわり

ホール） 出席者107名 （正会

員80名、準会員15名、従業者

12名）  

講師：弁護士

中村伸子氏 

質疑応答や個別相談の時間も設けら

れ、とても有意義な研修内容でした。 

例えば、＜配偶者居住権＞＜配偶者短期居住権＞も 

はじまります（2020年4月施行） 違いは大丈夫ですか？ 

＜感想＞ 数年後には団塊の世代の

方々が後期高齢者となります。それに

伴う年金や医療制度の問題が常に付

き纏う昨今、高齢ドライバーによる交

通事故・高齢者を襲う特殊詐欺・厚労

省の年金不安問題など、経済的側面

だけでなく様々な分野での社会問題

が深刻化しています。我々宅建業者

はそんな不安をお持ちの地域の方々

に寄り添い、今回40年ぶりに改正さ

れた相続税法などの正確な情報をお

伝えし導けるよう、研修内

容を復習し、今後も継続

的に参加致します。 

 ㈱加藤住建 加藤正臣   



＜予告＞第1回県下統一研修会 

         （ぜひお忘れなく） 

令和元年9月3日（火）小牧市民会館   

他会場 名古屋市公会堂・・・ 

  8/27（火）、8/29（木） 

＜予告＞地域事業  

        （皆様、ご協力お願いします） 

せともの祭  9/14（土） 宮前広場 

元気まつり守山  9/29（日） 三菱電機グランド 

尾張旭市民祭 10/12（土）城山公園グランド 

知っていますか？ 不動産無料相談所！  

住生活の安定、消費者保護 

相談員研修会 

令和元年6月4日(火)12:40～   

スカイワードあさひ（くすのきホール） 

出席者24名（相談員21名、委員2名

支部長）  

講師：本部職員            

濱地洋樹 氏 

無料相談日程 

尾張旭市役所南庁舎2階（市民相談室）  

 第1水曜日 13～16時 

瀬戸市役所 新庁舎1階（相談室）    

 第3木曜日 9～12時 

宅建協会本部 月～金曜 10～12時・13～15時 

（来会並びに電話 052-523-2103） 

※上記会場にて開催しておりますが、会場の都合

により日程が変更になる場合もあります。 

 

ちょっとお目を拝借

瀬戸市から生活に役立つ

フリーペーパーのご紹介  

 

 

 

物件案内の際にもどうぞ♪ 

宅地建物取引に関する相談に対し、指導・助言を行う

ことによって、トラブルの未然防止・自主解決・早期解決

を図ります                        

のために相談所があります 

 

平成30年度 相談件数   本部：2516件                     

相談所を開設している10支部：計695件 

業者間や地域の皆様の為により役立つよう、その      

必要性＆重要性が増しているのではないでしょうか・・・ 

不動産業界の社会的地位の向上に繋がります 

相談員のスキルアップのため  

定期的に研修が行われます。 

講師：中村伸子 弁護士       

「民法（債権法・相続法）の改正」 



 




